
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

１割負担 ２割 ３割

1 559 650 1,300 1,950 月額 54 18 従来型個室

2 627 718 1,436 2,154 60 19

3 697 788 1,576 2,364 65 21

4 765 856 1,712 2,568 71 23 多床室

5 832 923 1,846 2,769 77 25 855

《その他の加算》
１割負担 ２割 ３割 単位

1 3,484 4,207 4,930 30／日

2 3,559 4,357 5,155 246／日

3 3,636 4,511 5,386 144／日

4 3,712 4,663 5,614 680／日

5 3,787 4,813 5,839 1280／日

1 5,868 3,891 4,614 18／日

2 3,243 4,041 4,839 400／月

3 3,320 4,195 5,070 100／月

4 3,396 4,347 5,298 ９０／月

5 3,471 4,497 5,523 120／日

200／日

100／月

300／月

400／回

《日用品等》
頻  度 料　金

1錠／日 （1錠） 7円

毎日 ９０円／日

6

介護度 介護
サービス費

食費
居住費
（室料相

当）

Ｇ（Ａ～Ｆ合計）

日常生活
継続支援加算

夜勤職員配置
加算（Ⅰ）

日額看護体制
加算（Ⅰ）

1,171

看護体制
加算（Ⅱ）

栄養
マネジメント

加算

口腔衛生
管理体制加算

介護職員処遇
改善加算（Ⅰ）

（1日概算）

13

特定処遇改善
加算（Ⅰ）
（1日概算）

30

療養食加算　（１回　６単位　１日３回を限度）

加算内容

若年性認知症入所者受入加算（65歳の誕生日の前々日まで）

認知症行動・心理症状緊急対応加算（入所から7日間）

1,500

死亡日

36 22 14

居室 介護度

排せつ支援加算（多職種協働にて支援計画を作成し改善した場合）

日額　概算（G～L合計）

低栄養リスク改善加算（低栄養改善の為、計画を作成し栄養・食事調整を行った場合）

義歯洗浄剤（当園での購入、使用される方のみ）

初期加算（新規入所及び30日以上の入院後に30日間）

死亡日以前4日以上30日以下

死亡日の前日及び前々日

入院外泊時費用（入院及び外泊の翌日から6日間）
従
来
型
個
室

経口維持加算（Ⅱ）（６ヶ月を限度とするが、継続の場合も有り）

口腔衛生管理加算

物　品

多
床
室

看取り介護加算

経口維持加算（Ⅰ）（６ヶ月を限度とするが、継続の場合も有り）

再入所時栄養連携加算（医療機関退院時、医療機関の管理栄養士と連携を行った場合）

嗜好飲料料金（各種ｼﾞｭｰｽ等）

《令和 元年 10月1日改定》特別養護老人ホーム　南寿園　概算料金表（単位／円）

＊食費と居住費、嗜好飲料代を含んだ、１日当たりの料金の目安で
す。

＊月額の加算等や、処遇改善加算の正確な算出方法とは異なりま
すので、あくまで目安としてご確認下さい。

＊右記にある《その他の加算》《日常生活用品》は含んでおりませ
　ん。

＊旧措置入所者（平成12年3月31日以前の入所者）の方も一律の
　料金となります。



★ 「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けていれば、食費・居住費が下表の上限額までの負担となります。（申請が必要です）

従来型個室 多床室

第１段階 300 320 0

第２段階 390 420 370

第３段階 650 820 370

第４段階 1,500 1,171 855

＊３１日計算

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

特別養護老人ホーム　南寿園　料金表（月額料金の目安）

食費
居住費

介
護
度

介護保険負担限度額認定

第１段階 第２段階 第３段階

49,158 55,048 75,508 112,739 139,888

従
来
型
個
室

44,410 50,300 70,760 107,991

144,568

53,804 59,694

多
床
室

34,490 48,750 56,810 98,195 120,595

36,830

39,238 53,498 61,558 102,943 130,092

105,283

77,848 115,079

51,090 59,150

55,838 63,898

139,382

125,274

80,154 117,385 149,178

・世帯全員が住民税非課税で、課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の方

100,535

51,498

43,884 58,144 66,204 107,589

57,388

46,750 52,640 73,100 110,331

・世帯全員が住民税非課税で、上記②に該当しない方
　（課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方）

・上記以外の方

（１割負担）

130,391

134,772

（２割負担）

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税
・生活保護の受給者など

41,578

152,790

第４段階

171,176

164,260

157,240

150,014

142,994

135,070

＊３１日での概算になります。目安としてご確認下さい。　　　　＊《その他の加算》料金は含んでいません。

（３割負担）

180,972

174,056

167,036

159,810


